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本日，提示させて頂く意見

•前回（2016年2月）のヒアリングもしくは
第12次基本指針の記述に関連して

•「人と動物，生態系の健康はひとつ～ワ
ンヘルス共同宣言」に関連して（呼びか
け団体のひとつとしての補足）

•動物への「餌やり」に関連して



前回のヒアリングもしくは第12次
基本指針の記述に関連して①
• 54ページ：傷病鳥獣救護における感染症
対策

ある自治体のHPより

厚労省による注意喚起

ダブルスタンダード？

発見者・救護者の感染症リスク低減のためにも，
より具体的な記述や例示が必要と考えます。



• 16ページ及び54～56ページ（感染症
対応）：やや理念的な記述に留
まっているように感じます。

• 第13次基本指針では，豚熱の現状や
改正家伝法の記述を踏まえ，より詳
細なかつ具体的な記述が不可欠と考
えます。

• 51ページ（拠点整備）：環境や鳥
獣の保護管理を中心とする記述と
読み取れます。

• 拠点整備についても，感染症対応を
念頭に置く記述が必要と考えます。
（後述）

前回のヒアリングもしくは第12次
基本指針の記述に関連して②

口蹄疫を踏まえた緊急研究の
報告書もあります



•個別の研究（者）に頼るスタイルは，そろそろ限界
に来ているように感じられます。日本獣医師会で
は，論点整理や提案を公表しておりますので，是非
とも「見直し」の際の参考としてください。

前回のヒアリングもしくは第12次
基本指針の記述に関連して③

http://nichiju.lin.gr.jp/kousyu/pdf/CH_Digest_FNL_0221.pdf
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（https://www.usgs.gov/centers/nwhc）
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組織・体制の整備

（https://www.usgs.gov/centers/nwhc）



福岡県ワンヘルス推進基本条例
令和3年1月5日（福岡県条例第1号）

参考

•第14条 （前略）人と全ての動物の健康及ひ環゙
境の保全に関する事務を分担処理し、並びにこれ
らに関する試験検査、分析測定、調査研究等を行
う組織体制の整備を推進するものとする。

•第19条 （前略）国、県及び民間の人獣共通感染
症に関する予防、防疫、情報発信、調査研究等に
関する機能並びにこれらの取組を担う人材の育成
に関する機能等を集積させることにより、アシア゙
各国及び九州各県の自治体、医療機関、大学及び
研究機関等と広域的に連携して人獣共通感染症対
策等を総合的に先導する拠点を形成するよう努め
るものとする。



獣医療及び感染症等
危機管理施策の整備・充実
令和2年12月16日（2日獣発第214号）

1. （前略）人の感染症の6割を占める人と動物の共通感染症等の早期確定診断を可能とす
るため、家畜・家禽はもとより愛玩動物及び野生動物を含めた平常時からの検査体制
を構築すること。

2. （前略）野生動物も含めた有効な人と動物の共通感染症対策、薬剤耐性（AMR）対策
等を推進するため、医師、獣医師及び環境保全に係る関係者等の連携体制の下での
「ワンヘルス」実践のための施策を強化すること。

3. （前略）防疫体制の整備・充実による危機管理施策の強化のため、農業・食品産業技
術総合研究機構動物衛生研究部門を動物検疫所及び動物医薬品検査所と一括統合して
国の機関として位置付け、現行の家畜・家禽にとどまらず、愛玩動物及び野生動物を
含む全ての動物の感染症等の調査研究、医薬品開発、水際防疫等の実施体制を確立す
るとともに、地方においても「ワンヘルス」推進機関としての広域感染症防疫セン
ターを国の機関として設置すること。

参考



「人と動物，生態系の健康はひとつ～
ワンヘルス共同宣言」に関連して①
（呼びかけ団体のひとつとしての補足）

• 賛同を見送った学術団体もあり，論理性や科学的論拠には
十分に留意する必要があると考えます。

• 「このような感染症発生の背景には，人類が自然環境にお
よぼしてきた負の影響，すなわち地球規模の異常気象，大
規模な森林の破壊・・・」は，やや問題を単純化している
部分がありそうです。

• 逆に，人間活動の撤退による「人の生活圏への野生動物の侵
入」も，感染リスク増大に関わっている可能性もあります
（人口縮小が進む日本では，とくに留意が必要です）。

• 近年の「野生動物の増加や分布拡大」の影響についても，認
識しておく必要があります。

• 「保全活動による生息密度の増加」による感染拡大の可能性
（Thulinら 2015）も指摘されています。

• 個体群存続可能性分析（PVA）等にもとづく，科学的かつ冷
静な対応も必要でしょう。



「人と動物，生態系の健康はひとつ～
ワンヘルス共同宣言」に関連して②
（呼びかけ団体のひとつとしての補足）

（岡部ら 2019）



「人と動物，生態系の健康はひとつ～
ワンヘルス共同宣言」に関連して③
（呼びかけ団体のひとつとしての補足）

• 「感染症リスクの高い野生動物の利用や取引を削減してい
きます」についても多角的な視点が必要です。

• 「野生動物の価値」には，食糧としての「栄養的な価値」も含まれ
ています（Chardonnetら 2002）。

• 下記の共同声明には，「野生生物の取引市場の永久的閉鎖の要請が
なされてきたが，その行動の社会経済的・文化的な影響や種の生物
学的状況，それを実行するための制度上の困難さを考慮しないその
ような全面的禁止は逆効果でありえる（Eskewら 2020）」と記され
ています。

https://cites.org/sites/default/files/eng/CPW_COVID-19_statement_final_launch_16_Oct.pdf



「人と動物，生態系の健康はひとつ～
ワンヘルス共同宣言」に関連して③
（呼びかけ団体のひとつとしての補足）

• 「感染症リスクの高い野生動物の利用や取引を削減してい
きます」についても多角的な視点が必要です。

• 「野生動物の価値」には，食糧としての「栄養的な価値」も含まれ
ています（Chardonnetら 2002）。

• 下記の共同声明には，「野生生物の取引市場の永久的閉鎖の要請が
なされてきたが，その行動の社会経済的・文化的な影響や種の生物
学的状況，それを実行するための制度上の困難さを考慮しないその
ような全面的禁止は逆効果でありえる（Eskewら 2020）」と記され
ています。

https://cites.org/sites/default/files/eng/CPW_COVID-19_statement_final_launch_16_Oct.pdf

普及啓発にあたっては，感染症に
対する認識の単純化やミスリードの
可能性に，どうかご留意下さい。



動物への「餌やり」に関連して
•第12次基本指針16ページ：野生鳥獣を対象とする
餌付けに限定された記述となっています。

• ネコへの餌やりが，実質的に野生動物への餌付けと
なっている場合があります（野生動物への餌付けの隠
れ蓑とされることも）。

• 生物多様性への影響（在来種の捕食）に関する報告も
あります（Maedaら 2019）。

• ネコ等から人（一般市民や獣医師）へのSFTS感染事例
も確認されています。

•餌付け/餌やりについても，野生鳥獣に限定するこ
となく，動物全般を視野に入れた書き方をすべき
と考えます。

•野生鳥獣については，改正自然公園法（国立公園
等の一部での餌やり禁止）に言及しても良さそう
です。


